
参 考 ２ 

参考条文 

 

○ 勤労者財産形成促進法（昭和四十六年法律第九十二号）（抄） 

（勤労者財産形成貯蓄契約等） 

第六条 この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約」とは、勤労者が締結した

次に掲げる契約（勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄

契約に該当するものを除く。）をいう。 

１～３ （略） 

４ この法律において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とは、五十五歳未満の勤

労者が締結した次に掲げる契約をいう。 

一 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を

満たすもの 

イ （略） 

ロ 当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭の全部又

は一部は、政令で定めるところにより、持家としての住宅の取得又は持家

である住宅の増改築等（増築、改築その他の工事で政令で定めるものをい

う。）（以下この項において「持家の取得等」という。）のための対価の全

部若しくは一部でその持家の取得等の時に支払われるもの（以下この項に

おいて「頭金等」という。）の全部若しくは一部の支払又は持家の取得等

のために必要なその他の金銭の支払で政令で定めるものに充てられるも

のであること。 

ハ～ホ （略） 

二・三 （略） 

５～９ （略） 

 

 

○ 勤労者財産形成促進法施行令（昭和四十六年政令第三百三十二号）（抄） 

（預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等の方法） 

第十四条 勤労者が、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれ

に係る利子等に係る金銭を法第六条第四項第一号ロに規定する頭金等その他

第十四条の三に定める金銭の支払に充てようとするときは、当該預貯金等及

びこれに係る利子等の払出し、譲渡又は償還（以下この条において「払出し等」

という。）は、次のいずれかの方法により行わなければならない。 

一 当該勤労者が持家としての住宅の取得又は持家である住宅の増改築等（法

第六条第四項第一号ロに規定する増改築等をいう。以下この節において同



 

じ。）（以下この節において「持家の取得等」という。）をした日から起算し

て一年を経過する日までの間において、当該持家の取得等に係る住宅の登記

事項証明書その他の厚生労働省令で定める書類を当該契約の相手方である

金融機関等に提出して、当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等

（当該持家の取得等に要する費用の額以下の金額に限る。）の払出し等をす

る方法 

二 当該勤労者が持家の取得等をしようとしている間において、当該持家の取

得等に係る住宅の建設若しくは増改築等の工事の請負契約書の写し又は売

買契約書の写しを当該契約の相手方である金融機関等に提出して、当該契約

に基づく預貯金等及びこれに係る利子等（当該預貯金等及びこれに係る利子

等の金額の十分の九に相当する額又は当該持家の取得等に要する費用の額

のいずれか低い額以下の金額に限る。）の払出し等をし、当該払出し等の日

から起算して二年を経過する日又は当該持家の取得等の日から起算して一

年を経過する日のいずれか早い日までの間において、前号の厚生労働省令で

定める書類を提出する方法 

三 （略） 

２ （略） 

 

（法第六条第四項第一号ロの政令で定める工事） 

第十四条の二 法第六条第四項第一号ロの政令で定める工事は、次に掲げる工

事（当該工事と併せて行う当該工事に係る住宅と一体となつて効用を果たす

設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。）で当該工事に要する費用の額が

七十五万円を超えるものであることその他の厚生労働省令で定める要件を満

たすものとする。 

一・二 （略） 

三 家屋（前号の家屋にあつては、その各部分を区分所有する者が区分所有す

る部分に限る。）のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で厚生労働省

令で定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替（前二

号に掲げる工事に該当するものを除く。） 

四 家屋について行う修繕又は模様替であつて、次に掲げる規定又は基準に適

合させるもの（前三号に掲げる工事に該当するものを除く。） 

イ 建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第三章及び第五

章の四の規定 

ロ イに掲げるもののほか、地震に対する安全性に係る基準であつて、厚生

労働省令で定めるもの 

五 家屋について行う厚生労働省令で定める租税特別措置法第四十一条の三



 

の二第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造

及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替（前各号に掲げる工事に

該当するものを除く。） 

六 家屋について行う厚生労働省令で定めるエネルギーの使用の合理化に資

する修繕又は模様替（前各号に掲げる工事に該当するものを除く。） 

 

（保険金等の支払の方法） 

第十四条の九 勤労者が、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金又は共

済金に係る金銭及び前条各号に掲げる金銭（以下この条において「保険金等」

という。）を法第六条第四項第二号ハに規定する頭金等その他次条に定める金

銭の支払に充てようとするときは、当該契約に基づく保険金等の支払は、次の

いずれかの方法により行わなければならない。 

一～三 （略） 

２ 第十四条第二項の規定は、前項の住宅（持家として取得するものに限る。）

について準用する。 

 

（満期返戻金等の支払の方法） 

第十四条の十六 勤労者が、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金

に係る金銭及び前条各号に掲げる金銭（以下この項において「満期返戻金等」

という。）を法第六条第四項第三号ハに規定する頭金等その他次条に定める金

銭の支払に充てようとするときは、当該契約に基づく満期返戻金等の支払は、

次のいずれかの方法により行わなければならない。 

一～三 （略） 

２ 第十四条第二項の規定は、前項の住宅（持家として取得するものに限る。）

について準用する。 

 

（勤労者財産形成持家融資に係る貸付金の利率等） 

第三十六条 転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第十条第

一項の住宅資金の貸付けに係る貸付金の利率は、法第十一条に規定する中小

企業退職金共済法（昭和三十四年法律第百六十号）第七十五条の二第一項及び

第二項の規定に基づく借入金又は独立行政法人住宅金融支援機構法（平成十

七年法律第八十二号）第十九条第一項若しくは独立行政法人通則法（平成十一

年法律第百三号）第四十五条第一項の規定に基づく独立行政法人住宅金融支

援機構の借入金の利率並びに財形住宅債券又は住宅金融支援機構財形住宅債

券の利率及び発行の価額により計算して得られるこれらの債券の利回りを勘

案して求められる転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第



 

十条第一項の住宅資金の貸付けに必要な資金の調達に係る金利を基礎とし、

一般の金融機関の金利の動向その他の事情を考慮して機構又は独立行政法人

住宅金融支援機構の業務方法書で定める率（以下「貸付基準利率」という。）

とする。 

２ 転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第十条第一項の住

宅資金の貸付けに係る貸付金の償還期間は、住宅の建設又は新築住宅（新たに

建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。以下こ

の項において同じ。）の購入に係る貸付金（当該住宅の用に供する宅地又はこ

れに係る借地権の取得に係る貸付金を含む。）にあつては三十五年以内とし、

既存住宅（購入に係る住宅で、新築住宅以外のものをいう。次項において同じ。）

の購入に係る貸付金（当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取

得に係る貸付金を含む。）にあつては二十五年以内（厚生労働省令・国土交通

省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅にあつては三十五年以内）

とし、住宅の改良に係る貸付金にあつては二十年以内とする。 

３・４ （略） 

 

 

○ 勤労者財産形成促進法施行規則（昭和四十六年労働省令第二十七号）（抄） 

（令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類） 

第一条の十三 令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、次の

各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。 

一 （略） 

二 持家である住宅の増改築等（法第六条第四項第一号ロに規定する増改築等

をいう。以下同じ。）のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金

等及びこれに係る利子等の払出し等をする場合 次に掲げる書類 

イ その増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等

及びこれに係る利子等に係る金銭を充てる住宅の登記事項証明書、当該増

改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該増改築等をした年月

日、当該増改築等に係る頭金等の額及び令第十四条の三に定める金銭の支

払に充てられた額の合計額が当該増改築等に関し払出し等をする当該勤

労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係

る金額の額以上の額であること、当該増改築等をした住宅の床面積並びに

当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し 

ロ その者の住民票の写し 

ハ 当該増改築等に係る工事に係る建築基準法（昭和二十五年法律第二百一

号）第六条第一項の規定による確認済証の写し若しくは同法第七条第五項



 

の規定による検査済証の写し又は租税特別措置法施行規則（昭和三十二年

大蔵省令第十五号）第十八条の二十一第十五項に規定する国土交通大臣が

財務大臣と協議して定める書類の写し（当該増改築等に係る工事に要する

費用が百万円以下である場合には、これらのいずれかの書類又は当該増改

築等に係る工事が令第十四条の二各号に掲げるいずれかの工事に該当す

ること及び当該工事が完了したことを明らかにする書類） 

 

（住宅の要件） 

第一条の十四 令第十四条第二項（令第十四条の九第二項及び第十四条の十六

第二項において準用する場合を含む。）に規定する住宅に係る厚生労働省令で

定める床面積、経過年数その他必要な事項は、当該住宅が次に掲げる要件を満

たすものであることとする。 

一 床面積が五十平方メートル以上であること。 

二 当該住宅が令第三十六条第二項に規定する既存住宅である場合には、次の

いずれかに該当するものであること。 

イ ロに規定する住宅以外の住宅である場合には、その取得の日以前二十年

以内に建設されたものであること。 

ロ 主要構造部（建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部をいう。以

下同じ。）を耐火構造（同条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。）

とした住宅である場合には、その取得の日以前二十五年以内に建設された

ものであること。 

ハ 建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第三章及び第五

章の四の規定又は租税特別措置法施行令（昭和三十二年政令第四十三号）

第二十六条第二項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める

地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること。 

三 当該住宅を取得した勤労者（当該勤労者の転勤その他のやむを得ない事情

により当該住宅が当該勤労者の住所に存しておらず、かつ、当該やむを得な

い事情が解消した後は当該勤労者が当該住宅に居住することとなると当該

勤労者が申し出る場合には、当該勤労者の配偶者又は扶養親族）の住所に存

するものであること。 

 

（令第十四条の二第三号の厚生労働省令で定める室） 

第一条の十四の三 令第十四条の二第三号の居室、調理室、浴室、便所その他の

室で厚生労働省令で定めるものは、租税特別措置法施行令第二十六条第二十

五項第三号に規定する居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が

財務大臣と協議して定めるものとする。 



 

 

（令第十四条の二第四号ロの厚生労働省令で定める基準） 

第一条の十四の四 令第十四条の二第四号ロの厚生労働省令で定める基準は、

租税特別措置法施行令第二十六条第二十五項第四号に規定する国土交通大臣

が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。 

 

（令第十四条の二第五号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替） 

第一条の十四の五 令第十四条の二第五号の厚生労働省令で定める修繕又は模

様替は、租税特別措置法施行令第二十六条第二十五項第五号に規定する国土

交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合させる修繕又は模様替とす

る。 

 

（令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替） 

第一条の十四の六 令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める修繕又は模

様替は、租税特別措置法施行令第二十六条第二十五項第六号に規定する国土

交通大臣が財務大臣と協議して定める修繕又は模様替とする。 


